
JP 2012-526608 A5 2013.6.20

10
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【公表番号】特表2012-526608(P2012-526608A)
【公表日】平成24年11月1日(2012.11.1)
【年通号数】公開・登録公報2012-045
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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ  17/58     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月24日(2013.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨固定デバイスを骨に固定するためのシステムであって、
　近位端におけるヘッドと遠位端の間に延在する可撓性の長尺状要素であって、骨の目標
部位のうちの１つおよび骨安定化要素の周囲に巻き付け、安定化させるように構成され、
その第１表面から遠位に延在する複数の突起を含み、各突起は近位当接表面を含む、長尺
状要素と、
　骨固定要素であって、前記ヘッドから遠位の前記長尺状要素の一部をその中に摺動可能
に受容するためのサイズおよび形状とされた、前記骨固定要素を通って延在する溝を含み
、前記ヘッドを受容し、前記ヘッドが前記溝を通って遠位に引き出されるのを阻止するた
めの形状とされた凹部を含み、前記骨固定要素および前記長尺状要素のうちの１つは、前
記近位当接表面のうちの１つと係合するように構成されたタブを含み、前記突起が形成さ
れた前記長尺状要素の一部が前記タブに対して近位に動くのを阻止する、骨固定要素と、
を備える、システム。
【請求項２】
　前記突起は、ラチェットとして前記タブと摺動可能に係合するための傾斜遠位表面を含
み、各突起が、前記突起の対応する前記当接表面と係合するための前記タブを超えて遠位
に動くように、前記長尺状要素の前記遠位部の遠位方向への動きが、前記タブを越えて前
記突起を引き寄せて、前記長尺状要素の遠位部の新たな最近位位置を画定する、請求項１
に記載のシステム。
【請求項３】
　前記タブは、骨の目標部位の周囲の動作時構成にある場合に前記溝内に受容される、前
記長尺状要素の一部上に形成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記タブは、前記突起が形成される第２表面の反対側の、前記長尺状要素の長手軸の側
面に位置する前記長尺状要素の第１表面上に形成される、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記溝は、互いに面する第１表面と第２表面によって互いに隣接する前記長尺状要素の
２つ分の厚さを受容するためのサイズとされる、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
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　前記溝は、前記長尺状要素の近位部がその中に受容される第１内腔と、安定化させる骨
の部位の周囲に巻き付けられた後に、前記長尺状要素の遠位部がその中に挿入される第２
内腔と、を隔てる仕切りを含む、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記仕切りは、そこを通して前記第１表面と前記第２表面が互いに接触する間隙を含む
、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記骨固定要素は骨プレートおよび係止ブロックを含み、前記係止ブロックは前記骨プ
レート内の孔内部に結合可能であり、前記溝は前記係止ブロックを通って延在する、請求
項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記骨固定要素は骨スクリューおよび骨ピンのうちの１つであり、前記溝がそのヘッド
を通って延在する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記骨固定要素は、その周囲に前記長尺状要素が固定される骨固定ロッドを受容するた
めの形状とされた凹部を含む茎スクリューである、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　骨締結部材を骨に固定するためのデバイスであって、
　骨固定要素であって、前記骨締結部材の伸長部をその中に摺動可能に受容するためのサ
イズおよび形状とされた、前記骨固定要素を通って延在する溝を含み、前記溝の長手軸は
、前記骨固定要素の長手軸に対して傾斜しており、前記骨固定要素は、前記骨締結部材の
拡大ヘッドを受容するためのサイズおよび形状とされた第１開口部と、前記拡大ヘッドが
前記溝を通って前記溝の外部に出るのを阻止するためのサイズおよび形状とされた第２開
口部と、を有する凹部を含み、前記溝は、前記骨締結部材が通過する場合に、前記骨締結
部材が目標骨の周囲で輪を形成し、前記溝を通って再挿入されるように構成され、前記骨
締結部材の近位部は、前記溝内部で前記骨締結部材の遠位部と摩擦係合する、骨固定要素
を備える、デバイス。
【請求項１２】
　前記溝は、前記骨締結部材の前記近位部をその中に受容する第１内腔と、安定化させる
骨の前記目標部位の周囲に巻き付けられた後に、前記骨締結部材の前記遠位部がその中に
挿入される第２内腔と、を隔てる仕切りを含む、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記骨固定要素は、手術時構成において骨プレート内に挿入可能な係止ブロックを更に
備え、前記係止ブロックは、前記係止ブロックの前記骨プレートへの挿入によって、そこ
を通して挿入される前記骨締結部材の位置を固定できるように構成される、請求項１１に
記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記骨固定要素は骨スクリューおよび骨ピンのうちの１つであり、前記溝がそのヘッド
を通って延在する、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記骨固定要素は、その周囲に前記長尺状要素が固定される骨固定ロッドを受容するた
めの形状とされた凹部を含む茎スクリューである、請求項１１に記載のデバイス。
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